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医療機関におけるリスクマネジメントの組織と

リスク・コミュニケーション
―聖マリアンナ医科大学病院における臓器移植体制の事例—

亀井克之*l 吉 野 茂*2 小野元*3

要旨

本稿では，近年，企業で取り組みが顕著となっている「リスクマネジメントの組織体制の構

築」と「リスク情報の開示（リスク・コミュニケーション）」が医療機関においてどのように

展開されているかについて検討を加える．まず第一に，理論的なフレームワークを提示する目

的で，企業における「リスクマネジメントの組織体制構築」と「リスク情報の開示（リスク・

コミュニケーション）」の動向をまとめる．第二に，企業リスクマネジメントのフレームワー

クにあてはめて，医療機関のリスクマネジメントについて検討を加える．第三に，聖マリアン

ナ医科大学病院における臓器移植体制構築の事例を考察する．

Risk Management Function and 
Risk Communication in Hospital 

- Case of St. Marianna University School of Medicine Hospital -

Katsuyuki KAM:EI Shigeru YOSHINO Hajime ONO 

Abstract 

In this study, we initially present the framework of business risk management 

mainly that of risk management function and risk information disclosure (risk 

communication). Secondly, based on the framework of business risk management, we 

analyze (1) how risk management function should be organized and (2) how risk 

communication should be carried out within the hospital. Lastly we present a case 

study of the organ transplant practice in St. Marianna University School of Medicine 

Hospital. 

*l関西大学総合情報学部 *2聖マリアンナ医科大学 *3聖マリアンナ医科大学
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序言

医療機関におけるリスクマネジメントが，セーフテイマネジメントと同一視されて久しい．

病院におけるリスクマネジメントは，「医療の質」「医療安全」に置換され同一のものと扱われ

ている傾向にある．医療従事者は，医療機関という組織のリスクマネジメントと医療安全管理

との本質的な違いを理解していない現状があるように思われる． これは，平成14年厚生労働省

令第111号に基づき，特定機能病院，病院に安全管理体制の確保（医療安全管理対策室・医療

安全管理者の設置）を求めたことに起因する．これを受けて，各病院は，医療安全管理対策室・

医療安全管理者を設置した．

この「安全管理」という観点から見た場合，病院はリスクマネジメントの体制の構築と運用

において，最も取り組みが進んでいる組織であると言える．一般企業がリスクマネジメントの

組織体制構築を本格化する以前から，「医療安全管理組織」の設置や，「専任リスクマネジャー」

の任命を具体的に実現してきたこれは， 2008年4月26日に開催された関西大学第 1回社会安

全シンポジウムにおける木下富雄氏による講演での「あらゆる組織の中で，病院が，最もリス

クマネジメントの組織づくりを具体化している」という趣旨の発言の通りである．

「医療の質」の確保や「医療安全」は病院においては非常に重要な視点であることに異論は

ないが，それが病院におけるリスクのマネジメントのすべてだということにはならないのでは

ないか．「医療の質」「医療安全」の視点は英訳すれば，「PatientSafety」が妥当であり，「Risk

Management」のすべてには当たらない．医師不足，勤務医の過重労働，産科医療と小児科

医療の荒廃，医療事故による損害賠償請求の増加など医療機関を取り巻く環境は非常に厳しい．

病院においても経営困難に陥り，統廃合や閉鎖といった事象が発生する現在の状況を踏まえた

とき，病院に要求されることは，これらさまざまなリスクに組織としてどう向き合うのかとい

うことに他ならない．医療安全に関わるリスクは当然のこととして，病院の経営や戦略展開に

伴うリスクを含む病院の存続を脅かすあらゆるリスクに対する統合的なリスクマネジメント・

システム構築の必要性は一般企業の場合となんら変わることはない．

元来，企業のリスクマネジメントは，ファヨールが1916年に提起した「保全的職能：資産と

従業員の保護」を理論的源泉とし，「企業倒産の防止：企業倒産からの防衛戦略・倒産リスク

の科学的管理」（亀井利明， 1978;同， 1996)」を究極の目的とした．近年，「企業価値向上の

リスクマネジメント」（上田， 2007;吉川， 2007他）に至るまで， さまざまなコンセプトに基

づいて実践的に展開されてきている．こうした中， 2007年には，新たな考え方として，「ソー

シャル・リスクマネジメント」の概念が打ち出された．そのエッセンスは次の通りである．

「現代はリスクの時代で， リスクは多様化し，巨大化し，国際化してきたが，同時に社会化

してきたすなわち，現在はソーシャル・リスクの時代である．このソーシャル・リスクを克
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服するためには，単に企業危機管理，家庭危機管理，行政危機管理のように個別経済主体が個々

に行うリスクマネジメントだけでは不十分である．これらのリスクマネジメントが連携し，そ

れに地域危機管理の考え方を導入した「ソーシャル・リスクマネジメント」が必要である．」（亀

井利明， 2007)

このように，企業家庭行政地域など，個別経済主体ごとのリスクマネジメントを連携

させることによる社会的なリスク対応が，現代のリスク社会においては不可欠となってきた．

勤務医の過重労働，医師不足，小児科・産科の窮状，医療費抑制政策による病院経営の圧迫な

ど，医療機関のリスクは社会全体に及んでおり，病院のみの努力ではマネジメント不可能であ

る国家，行政，地域，家庭が連携してソーシャル・リスクマネジメントとして展開される必

要がある．企業におけるリスクマネジメント（企業危機管理）同様に，本稿における考察対象

である医療機関におけるリスクマネジメントを検討する際も，ソーシャル・リスクマネジメン

トの一角を担う存在としていかにあるべきかを問う必要がある．

以上のような問題意識を念頭に，本稿では医療機関のリスクマネジメントについて検討を加

える．特に，近年，企業で取り組みが顕著となっている「リスクマネジメントの組織体制の構

築」と「リスク情報の開示（リスク・コミュニケーション）」が医療機関においてどのように

展開されているかに焦点をあてる．本稿では，まず第一に，理論的なフレームワークを提示す

る目的で，企業におけるリスクマネジメント・システムのフレームワークを設定し，企業にお

ける「リスクマネジメントの組織体制構築」と「リスク情報開示（リスク・コミュニケーショ

ン）」の現状をまとめる．第二に，企業リスクマネジメントのフレームワークにあてはめて，

医療機関のリスクマネジメント，特にそのリスクマネジメントの組織体制とリスク情報の開示

（リスク・コミュニケーション）について検討を加える．第三に，聖マリアンナ医科大学病院

における臓器移植体制構築の事例を考察する．

1. リスクマネジメントのフレームワーク ー企業リスクマネジメントを題材に一

1. 1 . リスクマネジメント・プロセスの基本的フレームワーク

リスクマネジメント・プロセスの基本的なフレームワークは次のように設定可能である（表 1). 

表 1: リスクマネジメント・プロセスの基本的フレームワーク

①リスクの調査・確認（リスク・アイデンティフィケーション）＝発見する．
• どのようなリスクがあるのかを把握する． リスクを洗い出す．

②リスクの評価・分析（リスク・アセスメント）＝予測する．
• そのリスクはどれくらいの確率．頻度で発生するのかを予測する．

• そのリスクが現実の事故に結び付けば，その結果， どのような損害をもたらすかを予測する．
• リスク・マップの作成などを通じて，そのリスクを可視化（見える化）する．

③リスク処理手段選択の意思決定（リスク・トリートメント）＝決断する．
(a) リスク・コントロールとリスク・ファイナンスの整備
(b) リスクの「回避」，「除去」，「転嫁（移転）」，「保有」の選択・組み合わせ
• どのようにリスクに対応するかを意思決定・決断する．
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1. 2. リスクマネジメントの組織体制

かつて「企業の組織内にどのようにリスクマネジメントを位置づけるか」は大いに議論され

るテーマであった． リスクマネジメントの実践的展開が定着したこの数年間で，あらゆる企業

が何らかの形でリスクマネジメントの組織体制を整備するようになった． リスクマネジメント

の組織体制は，企業内の各階層，各部門において， (a) リスクの調査・確認，評価• 分析を

する組織（リスク洗い出しの組織）， (b) リスク処理手段選択の意思決定をし，それを遂行す

る組織（リスク対応の組織）， (C)発生した事故・緊急事態に対処する組織（クライシス対処

の組織）を配備することを意味する．

リスクマネジメントの組織体制は，表2に示す 4形態に分類される．

これら 4形態のリスクマネジメントの組織形態は，一つの企業内に併存し，同時に展開し得

るものである．現実には， A型と C型を併存させ，緊急事態にD型を召集することが一般化し

ている．

なお，続発する企業不祥事件を見ても明らかなように，いくら組織体制を整備しても，そこ

に魂が入っていなければ機能しない．結局組織構成員の意識• 動機付け・リスクに対する姿

勢（リスク感性）の問題となる． したがって，いかなる組織形態をとるにせよ， トップから現

場に至るまでのリスクに対する姿勢，すなわち組織全体での意識やリスク感性を向上させ，ひ

いては組織の活性化に繋げることに意義がある．これは「体制づくりから人づくりへ」（大橋，

2006) というコンセプトで表現できる．

リスクマネジメントの組織体制作りのトレンドとして，以下の 7点が指摘できる． これらは，

表 2: 企業におけるリスクマネジメントの組織体制の形態 (RM=リスクマネジメント）

リスクマネジメントの形態 組織体制の具体的な形 組織体制の意義

A型：業務管理型RM ①財務部門，法務部門などに 1セ ① 「各部門で担当する RM」の実
（安全管理型・保険管理型RM) クション (1業務分野）として 施セクション

従属 ②リスク処理の業務的意思決定の
②各部門の業務固有のリスク処理 主体

について，各部門内におけるリ
スク処理について，各部門内に
おけるリスク処理体制の確立

B型：経営管理型RM 独立したRM部門の設置 ① 「管理部門または専門の担当部
署で対応するRM」における運
営組織

②リスク処理の管理的意恩決定の
主体

C型：経営戦略型RM ① トップマネジメント層にRMの ① 「全社的対応が要求される
（統合型RM, 全社的RM. エン 担当役貝 (RMの最高責任者） RM」の統括組織
タープライズRM) を置く ②リスク処理の戦略的意思決定の

②トップマネジメント直属の独立 主体
スタッフ組織を設置

D型：危機管理型RM ① （平常時）日常的な防災管理を ① 「有事・緊急事態に対処するた
担当する専門組織 めの危機管理」の組織

② （有事）緊急事態に際して召集 ②有事・緊急事態における意思決
される全社的な緊急組織 定の主体
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経済産業省「先進企業から学ぶ事業リスクマネジメント」（平成17年3月）における「リスク

マネジメント活動そのものを実施する主体はあくまでも各部門や部署であり， リスク管理部署

や委員会は全社のリスクマネジメントの推進及び統括の役割を担う」というコンセプトを体現

するものである（本稿末資料 l参照）．

①リスクマネジメントの最高責任者の任命．具体的には，リスクマネジメント担当の取締役，

執行役員や，チーフ・リスク・オフィサー (CRO) などの役職者が任命されている．

②全社的なリスクマネジメントの推進組織の設置．具体的には，全社的なリスク管理体制を

担う組織として，多くの企業が，「リスクマネジメント委員会」などを設置している． こ

うした組織は， トップマネジメントのスタッフと，各事業部門のスタッフの双方を担当す

るスタッフ部門として位置付けられる．

③ 「リスク・コンプライアンス委員会」「リスクマネジメント委員会」のような全社的なリ

スク管理体制の統括組織の長，すなわちリスクマネジメント委員会の委員長には， リスク

マネジメント担当取締役・執行役員あるいはチーフ・リスク・オフィサーが就いている．

場合によっては代表取締役社長がそれを兼務する場合もある．

④各事業部門・現場におけるリスクマネジメント担当部署の整備と担当責任者の任命．多く

の企業が，各部門・現場における「リスク管理責任者」といった呼称の役職者を任命して

いる．

⑤事業継続計画 (BCP)策定の一般化と危機管理型リスクマネジメントを担う緊急事態対

応型の組織体制の整備．

⑥各部門・現場におけるリスクマネジメント活動に，中央のリスクマネジメント部署（リス

クマネジメント委員会など）がいかに連携するかが具体化• 明文化されている．

⑦ CSR, コンプライアンス， コーポレートガバナンス，内部統制に関わる各部署と， リス

クマネジメントの担当部署がどのように連動するかが具体化・明文化されている．

1. 3. リスク情報の開示

1 . 3. 1 . リスク・コミュニケーションとしての「リスク情報の開示」

リスクマネジメントの用語に関する国際的な規格であるISOIIECGuide73: 2002 (日本語

訳TRQ 0008 : 2003) は， リスクコミュニケーションを以下のように定義している．「意思決

定者と他のステークホルダーの間における， リスクに関する情報の交換，又は共有．備考：こ

こでいう情報はリスクの，存在，性質，形態，発生確率，重大さ，受容の可能性，対応，又は

他の側面に関連することがある．」

これは，企業経営を題材にとれば，次のように解釈し説明できる．すなわち企業経営におけ

るリスク・コミュニケーションとは，①企業が直面するリスク，企業を取り巻くリスクにはど
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のようなものがあるか．②そのリスクに対してどのように対応するか． どのようにマネジメン

トするかについて， (a)企業内部（トップマネジメント，ミドルマネジメント，現場の 3者間）

と， (b) 企業外部（株主• 投資家・消費者・地域社会などのステークフォルダー• 利害関係

者との間）において．共通理解を図ることを意味する． したがって， リスク情報の開示とは，

このような共通理解を得るためのリスク・コミュニケーションという概念で捉えられる組織行

動であると位置づけられる．一般的には投資家による投資意思決定や，消費者による商品選

択の意思決定など．利害関係者が当該企業を判断する際に影響を与えうる経営上の過去・現在・

未来のリスクとその対応に関わる情報の開示を意味する（図 l参照）．

(a)企業内部におけるコミュニケーション

（トップマネジメント←→ミドルマネジメン

ト←→現場）

(b)企業外部に対するコミュニケーション

（企業←→ステークフォルダー：株主• 投資

家・消費者・地域社会）

↓ リスク情報の開示

①企業を取り巻くリスクについての共通理解：
→リスクをめぐる状況についての価値観を共有

②そのリスクにどのように対応するかについての共通理解：

→リスク克服に向けた価値観を共有

図 1: 企業におけるリスク・コミュニケーションとしてのリスク情報の開示

1. 3. 2. 企業におけるリスク情報の開示の形態

企業リスクマネジメントに関連する概念は幅広い．広義には，企業のリスク情報の開示には，

表3に示すような形態がある．アサヒビールは， 2007年春段階のWEBサイトにおいて， リス

クマネジメントに隣接する概念の最大公約数的な関係を簡潔に説明していたそれをまとめた

ものが表4である．
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表3: リスクマネジメント関連概念と情報開示の形態

概 人、-,~' 情報の開示の形態 主たる準拠

C s R CSRレポート， CSR報告書， GRI「サステナビリティレポーティングガイド
環境報告書， WEBページ ライン2002」,

環境省「環境報告書ガイドライン (2003年版）」

コ ン プ コンプライアンス体制についてのアニ
ライアンス ュアルリポート， WEBページ，有価証

券報告書における記載

リ ス ク リスクマネジメント体制についてのアニュ
マネジメント アルリポート， WEBページにおける記載

「事業等のリスク」についての有価証券 2003年4月 1日施行「企業内容等の開示に関す
報告書における記載 る内閣府令」

「損失の危険の管理に関する規定その他 2006年5月1B施行「会社法」施行規則第100号
の体制」についての有価証券報告書に 第 1項の 2
おける記載

コーポレート コーポレートガバナンス体制について 1992年coso「内部統制の枠組み」， 2004年4月
ガバナンス のアニュアルリポート， WEBページ， OECD「コーポレートガバナンス原則改訂版」

有価証券報告書における記載

内部統制 内部統制についてのアニュアルリポー 1992年coso「内部統制の枠組み」， 2003年6月
ト， WEBページ，有価証券報告書にお 経済産業省「リスク新時代の内音闘統制」， 2006年
ける記載 5月1日施行の会社法第362条第4項第 6号なら

びに会社法施行規則第100条第 1項

内部統制報告書 企業会計審議会内部統制部会2007年2月「財務
報告に係る内部統制の評価及び監企に関する実
施基準の設定について」， 2007年9月施行「金礁
商品取引法」

表4: リスクマネジメントに関連する 5概念の関係

CSR 

「企業の社会的責任」を意味する．社会的ルールの遵守はCSRの大前提なので，コンプライアンスは当
然CSRの中に含まれるが. CSRはむしろ「社会に対して「新たな価値」を提供する」（能動的責任）と
いう積極的な意味合いの強い概念である．「飲酒運転をしない• させない」というのはコンプライアン
スであり，またCSRの問題でもあるが，「社会に対する適正飲酒の啓発活動」はCSR固有の問題である．

コンプライアンス

法令，社会規範，道徳などの世間のさまざまな「ルール」を遵守することにより，ステークホルダー
との儒頼関係を守ることを意味する．「企業倫理」と同義となる. CSRと重なるところが多くなるが，
コンプライアンスはどちらかというと「ルール違反による1言頼関係の破壊や社会的制裁を回避するため
の防衛的行為」という受動的な意味で使われる．従って， コンプライアンスは「リスクマネジメント」
の一部となる．「社会に対して「新たな価値」を積極的に提供する」という能動的な意味合いが少ない
ところがCSRとの違いである．

リスクマネジメント

算故・災客など伶栗に撮失を及ぼすリスクの実現を防止するための日常的活動（狭義のリスクマネジ
メント），及びリスクが実現した場合の対応体制（クライシスマネジメント）を指す． リスクには自然
災害リスク，市場リスク，情報リスク，財務リスクなどさまざまなものがあるが，コンプライアンスリ
スクももちろんその重要な要素である．これに，経営戦略に作う投櫻的なリスク (!!Jf!Jと援失の双方の
可能性）に紆応するよりよい惹思決定を遥じて佐業裔倣の洵Lを楷洵する経営戦階型リスクマホジメン
｝を加えた6のか，‘広義のリスクマホジメン｝である． （＊イタリックの部分は筆者加筆）

内部統制

コンプライアンス，リスクマネジメントが確実に実行されるように，いろいろな人がいろいろな方法で
相互に監視する仕組みを意味する．一般には業務執行ライン内の監視体制（狭義の内部統制）を指すが，
広義にはライン外からの監視体制（コーポレートガバナンス）を含む．
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コーポレートガバナンス

「企業統治」と訳され，広い意味での内部統制の一部である．株主は企業のオーナーとして，企業価値
向上のために経営の健全化・効率化を求めるが，それを株主に代わって業務執行ラインの外にいる機関
が監視する体制のことを指す．たとえば取締役会・監査役のあり方の検討と役割強化，社外取締役の導
人などがコーボレートガバナンスの分野となる．

（出所） http://www.asahibeer.eo.jp/csr/mng/ethics/ethics_Ol.html (2007年5月24日取得）

1 . 3. 3. 「事業等のリスク」

2003年4月1日施行の「企業内容等の開示に関する内閣府令」の改正により，有価証券報告

書に，「事業等のリスク」項目が新設され，企業が想定するリスクを網羅的に記載することが

義務付けられた．「事業等のリスク」とは，事故・災害など損失のみをもたらす純粋リスクだ

けではなく，経営戦略に伴う投機的リスク，すなわち損失と利得の双方の可能性（ロス・オア・

ゲイン・リスク）をも含む全企業リスクを示す．

柴教授らによる東京証券取引所一部上場の225社（日経225採用銘柄）が開示する「事業等の

リスク」についての研究（柴•本間， 2006) では， 13のリスク分類が示されている．それは， A.

取引及び法的問題， B. 社会・経済， C. 自然現象， D. 政治， E.技術， F. 経営及び内部

統制， F-1. 財務， F-2. 製品・サービス， F-3. 雇用， G. 環境問題， H. 労働安全衛生，

I. 施設・設備に関わるリスクである．

「事業等のリスク」の情報開示について，次の傾向が指摘できる．

①テークフォルダーが企業に求めるリスク情報は，「内部要因に関するリスク」であるのに

対し，企業が積極的に公開しているのは「外部要因の変動のリスク」である（柴• 本間，

2006). 

②企業不祥事リスクや風評リスクについての記述が欠如する傾向が見られる．

③トップマネジメントやミドルマネジメントのリスクについての記述が欠如している．能

カ・性格・リーダーシップなど，経営者の資質が企業の業績を左右するわけで，こうした

「経営者リスク」についても， どのような対応が可能であるか検討することが可能ではな

しヽか．

1 . 3. 4. 会社法規定に基づく内部統制と「損失の危険の管理に関する規定その他の体制」

2006年5月1日施行の会社法第362条第 4項第 6号ならびに会社法施行規則第100条第 1項

に，内部統制に関する規定が見られる．会社法第362条第 4項第 6号は，取締役会の専決事項

として，「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制」と共に，

「業務の適正を確保する体制」を整備することを求めている．「業務の適性を確保する体制」に

ついて，会社法施行規則第100号第 1項は，次の 5つの体制を規定している．

すなわち，①取締役の職務の執行に関する情報の保存及び管理に関する体制，②損失の危険

の管理に関する規程その他の体制，③取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する
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ための体制，④使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制，⑤

当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するた

めの体制である．

企業におけるリスク情報の開示に関わるのが，②の「損失の危険の管理に関する規程その他

の体制」である．損失の危険とは，損失のみを発生するロス・オンリー・リスク (LossOnly 

Risk) を意味し，伝統的なリスクマネジメントの分類における純粋リスク (Pure Risk) に

相当すると解釈できる．結局，「損失の危険の管理に関する規程その他の体制」は，企業活動

に関するマイナスの可能性を低減し，ロスの最小化を図るための体制を中心としている．

「損失の危険の管理に関する規程その他の体制」の情報開示は， 2008年度より本格化するが，

現状で次の傾向が指摘できる．

①トップマネジメント（全般管理）やミドルマネジメント（部門管理）のリスクについての

記述が見られない．経営戦略に関するリスクや生産，流通，販売，財務，労務，情報など

のリスクの体系的列挙が見られない（亀井利明， 2007).

②企業不祥事リスクや風評リスクについての記述が見られない（前掲書）．

③ COSO (2004), Enterprise Risk Managementは，内部統制の限界として，①判断の誤り，

不注意（ヒューマンエラー），複数担当者共謀，②組織内外の環境の変化や非定型的な取

引への不対応，③費用と便益の比較衡量が必要，④経営者が不当な目的のために内部統

制を無視ないし無効ならしめる可能性を挙げている．これら内部統制の限界について，

リスクマネジメントの観点からいかに対応するかについて，情報開示することが可能で

はないか

④従業員のメンタルヘルス（心の危機管理）が社会間題化している．これは，長時間労働や，

過酷なノルマなどの労働環境が主たる原因となっている．従業員のメンタルヘルスに関わ

るリスクや，その対応策としての，労働時間や労働環境に関わる改善について，具体的な

表現で情報開示する必要がある．

1. 4. リスクマネジメント・プロセスと「組織体制」ならびに「リスク・コミュニケーション」

現代企業におけるリスクマネジメントの役割として注目されている分野が，上述した①企業

内でリスクマネジメント職能を担う「組織体制」の整備，その一つとして近年法制化された「内

部統制」と，②企業と利害関係者間のリスク・コミュニケーションとしての「リスク情報の開

示」である． これらの関係を上記リスクマネジメント・プロセスの基本的フレームワークにあ

てはめて図示すれば，図 2のようになる．
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①リスクの調査・確認→

→②リスクの評価• 分析

リスク・コミュニケーション
(a) 調在・確認評価• 分析したリスクについて共通理解を図ること

企業内部（トップマネジメント←→ミドルマネジメント←→現場）における共通理解
企業外部（企業←→ステークフォルダー）との共通理解

リスクマネジメントの組織
(a) リスクを調査・確認，評価• 分析するための組織体制作り

→③リスク処理の意思決定（リスク・トリートメント）

リスク・コミュニケーション
(b) 調査・確認評価• 分析したリスクをどのように処理するかについて共通理解を図ること
(C)実際に事故が発生した場合に， リスク・危機への対応と損害軽減について共通理解を図ること

企業内部（トップマネジメント←→ミドルマネジメント←→現場）における共通理解
企業外部（企業←→ステークフォルダー）との共通理解

リスクマネジメントの組織

(b) リスクに対応するための組織体制作り
(C)実際に事故が発生した場合に当該リスク・危機に対応するための緊急組織←BCP (事業継続計画）

図2: リスクマネジメント・プロセスのフレームワークにリスクマネジメントの組織体制作り

とリスク・コミュニケーションとを当てはめた考え方

2. 医療機関におけるリスクマネジメントの組織とリスク・コミュニケーション

では，第 1節で提示した企業リスクマネジメントのフレームワークに即して，医療機関にお

けるリスクマネジメントの組織とリスク・コミュニケーションについて検討してみよう．

2. 1. 医療機関におけるリスク

医療機関におけるリスクとしておおよそ次の 7点が挙げられる．

(1)病院経営・管理に関わるリスク

昨今，医師・看護師不足に起因した病院閉鎖は大きな社会的問題になっている．病院閉鎖は

その地域の病院不在を生み，受益者でありステークフォルダーである地域住民は受けられるべ

き医療が受けられない事象が生じる． この視点からのリスクは，組織経営の問題（コーポレー

トガバナンス， CSR.運営．管理．財政）と人材の問題（絶対数の不足，配置エラー，不祥事，

退職．労災．ハラスメント）に二分される．

(2)医療安全管理の対象リスク

病院は医療を提供することで成立している以上，医療及びそれに関わる安全管理の充実が無

ければ論ずるに値しない．大学病院のような大規模施設から病床を持たないクリニックに至る

まで，必ず何らかの特筆すべき特徴を持ち合わせているのが普通で，何がリスクになるのかと

いうことを考えれば次のように集約される．
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① 医療事故（医師の過誤や異状死•突然死）

② 院内感染（多耐剤性緑膿菌のような細菌感染に代表されるもの）

③ 先進•先端医療導入時のリスク（臓器移植のような特殊なものを含む）

この 3点については，様々な学会，行政機関を交えたシンポジウム等で議論され，ガイ

ドラインが策定されたりしている．

(3)災害リスク

自然災害と人為的災害に二分可能と考える．自然災害は，台風，地震，豪雨洪水等の発生が

及ほす影響であり，人為的災害は火災•爆発事故，放射能事故，経営・管理問題と相関するが，

労働災害や交通災害も挙げられる．

特に災害について，災害拠点病院の場合，発生時には多数の傷病者を受け入れると同時に，

災害発生地に医療チームを派遣するという 2面的な活動が求められている．

(4)犯罪リスク

主として扱うべきものは，院内で発生する刑法犯（傷害，盗難，恐喝強要）や暴力団関係事

案が挙げられるが，昨今の特徴としてストーカー，人格障害，セクハラ等特異なリスクが発生

している．刑法犯に発展する前段階として，医療不信を理由とした不当要求行為も看過出来な

い．不当要求行為についてはリスクの複雑化の様相を呈しており，対象を病院組織のみならず，

医師・看護師含む職員個人に対する行為も見受けられる．このような患者を学校等教育機関に

おける「モンスターペアレンツ」に対し「モンスターペイシェント」なる言葉で表現できる．

(5)情報管理

病院における情報は，患者等の個人情報（個人の病状を含む）と，医療に基づく病院機密情

報に大分される．これらの情報は概してコンピュータ管理されているのが常であるが，付随す

るリスクとして，ウイルスや電子カルテのシステムダウンといった技術的なリスクがある．人

為的に起こりうる情報管理上の代表的な例としては，診療録に記載されている個人情報の院外

流出事案が挙げられる．

(6) インフラ関連のリスク

病院の建築物老朽化，増改築に対応していないことによるファシリテイマネジメント・エラ

- (患者導線に代表される）．医療機器・設備の未整備（経営管理と相関するが医療機器だけ

でなく医師・看護師の人的資源を合わせた医療資源の先端的確保は非常に重要な課題である）

などが考えられる．病院が組織として考えなければならないことは．収支に見合う整備であり，

企業における「事業等のリスク」に相当するリスク情報はこの項目に該当する．
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(7)契約・法務（コンプライアンス・リスク）

日常業務として行われている診療契約はもとより，医事紛争・損害賠償を含めた裁判に至る

まで，病院は様々な法律に基づき管理運営されている．現在，医療訴訟の平均審議年数はおよ

そ2年を要しており，公判を維持するための経済的体力も病院には求められる事になる． また，

訴訟だけではなく，施設基準に基づく届出・許可，在籍医師・看護師の届出，標榜診療科に至

るまで，病院の裁量で運営可能なものはほとんど無く，申請・届出・許可作業の煩雑さには計

り知れないものがある．

具体的な医療機関を取り巻くリスクの事例として，急性期医療を扱う急性期病院であるベル

ランド総合病院（堺市東山，平成16年度実績で総合病院24診療科，入院ベッド数522床，病床

稼働率92.3%, 平均 l日外来患者数1127人）では，急性期病院が抱える主要なリスク課題とし

て次の 8点が挙げられていた（山村， 2005).

①急病救急医療：医療資源（医師・看護士・設備・機器）の確保困難，患者の要求・期待と

のギャップ．経営赤字．

②地域医療連携の溝：開業医と勤務医の意識差. IT化推進の遅れによる情報共有不足．

③医師確保困難：大卒後研修システム改定により，大学病院以外の病院で医師不足．

④経営改善：少子高齢化を背景とした医療制度改革による病院経営の圧迫．競争原理による

同種他病院とのパイの奪い合い．平均在院日数短縮化による従来運用との歪み．

⑤看護師確保困難：慢性期医療に比べて，職務責任性が重く，勤務がハードな割に給与評価

が低いため， 自己退職が多い．

⑥権利意識向上：患者の権利が向上し，要求・期待が高くなってきている．患者義務につい

ても自己責任が希薄化している．

⑦不当請求• 犯罪増：医療不信を理由とした不当要求が増えている．医師・看護師への個人

的な脅迫・強要の増加．

⑧組織統制の困難化：職種，部門多く権限勾配等による連携不備を来たしやすい．

2.2. リスクマネジメント・システムのフレームワークから見た医療機関

(1) リスクの調査・確認（リスク・アイデンティフィケーション）

病院のリスク情報の取扱部署を一元化することは不可能である．医療安全については序文で

述べたように，医療安全管理対策室があり，中でも院内感染については感染制御部，コンプラ

イアンス・リスクについては管理課（当院においては医療課）といったように細分化されてい

るのが通常である．担当部署がリスクの調査・確認（リスクの発見， リスクの洗い出し）を担

う．
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(2) リスクの評価• 分析（リスク・アセスメント）

病院において，各担当部署が実施したリスクの調査・確認作業に基づいて， どのようにリス

クを評価• 分析しているのかを考えた場合，一般企業に比べ未熟と云わざるを得ない．分かり

やすい例として看護部がある．聖マリアンナ医科大学病院においてはおよそ900名の看護師が

在籍し，現場である各病棟等に配置されている．各現場で発生した事案の情報（リスク情報，

ヒヤリハット情報）は，主任・師長・副部長という順の堅固な縦割りの報告• 連絡体制の中で

やりとりされる．一部署としての看護部を評価するのであれば，看護師の共通理解を得ている

ことからもリスク・コミュニケーションは機能している．医師が所属している医局，事務職が

所属する事務部もほぼ同様である．

では，病院組織全体としてはどうであろうか行政によく見られるように横の連携は機能し

づらい状況にある．医師・看護師・事務職等の職種を越え，更に部署の垣根を越えての調整は

容易ではない．病院組織としてリスク情報の評価• 分析を円滑に行うためには部署横断的活動

が可能な部署の設置が必要である． これは， リスクマネジメントの統合的な組織体制作りを意

味する．

(3) リスク処理手段選択の意思決定（リスク・トリートメント）

最終的なリスク対応を決定するのは，病院においては病院長となる．概して病院長は医師で

あることが多い． リスク処理手段選択の基本アプローチであるリスクの強度と頻度に基づく判

断から「回避」「除去（病院の場合は防止）」，「転嫁（移転）」「保有」という選択が行われる．「回

避」「除去（防止）」に対しては現状把握• 原因の分析・防止対策・追跡調査 (PDCAサイ

クルと表現されることが多い）等のリスク・コントロール，「転嫁（移転）」「保有」に対しては，

保証・保険・積立・収益等のリスク・ファイナンスで対応するということを， トップマネジメ

ントである病院長以下，病院経営に携わる者は理解する必要に迫られる．

病院におけるリスクマネジメント組織体制構築の具体的事例として，第 3節で詳述する聖マ

リアンナ医科大学病院が神奈川県から依頼され，臓器提供推進を院内システム構築し行なう際

に非常に苦慮したケースがある．移植医療に関する取組みは患者のためであるため，院内シス

テム構築は医療機関の責務である． しかし特定の一部署，一個人ではシステムの確立には至ら

ず，院内リスクマネジメントの一端を担うものであった．実際の臓器提供時には，院内におい

てリスクの調査・確認（リスク・アイデンティフィケーション）そして評価・分析（リスク・

アセスメント），意思決定（リスク・トリートメント）に対し病院長直下の委員会と関係医師・

倫理委貝会・法医学・看護師・管理課・医事課等，多職種の部署協力が必要で，病院外では警

察関係の協力が必要であった．以上のことから移植医療を含めた医療全体に組織的なリスクマ

ネジメントを行渡らせる事が病院等医療機関にとって極めて重要であった．
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2.3. 医療機関におけるリスクマネジメントの組織

2. 3. 1. 医療機関におけるリスクマネジメントの組織体制構築

安全管理の観点から見た場合， リスクマネジメントの具体的な組織体制作りが最も進んでい

るのが医療の分野である．病院においては， リスクマネジメント体制構築が，一般企業よりも

はるかに早くかつ具体的に実現・推進されてきた．以下に具体的な事例を見てみよう．

京都大学医学部附属病院の場合， 2004年段階で，「病院長」の直属の組織として「医療事故

調査委員会」「安全管理室」が設置され，後者の責任者を「統括リスクマネジャー」が務め，「安

全管理室」の下に，各部署の「リスクマネジメント代表者会議」， さらにその下に「リスクマ

ネジメント全体会議」が置かれ，「統括リスクマネジャー」は医療安全に関わる各種委員会，

各種作業部会を統括するというリスクマネジメント体制であった（嶋森， 2004).

淀川キリスト教病院の場合， 2002年段階で，「事業統括本部長」の直下に「リスクマネジメ

ント最高責任者」（副院長クラス 1名）と「リスクマネジメント事務局担当」 (1名）が任命さ

れて医療安全管理の観点から，「医務部」「看護部」「薬剤部」「コメデイカル部」「事務系」を

統括し， リスクマネジメントの統括組織（リスク諮問機関）として「リスクマネジメント委員

会」と，事故諮問機関としての「医療事故会議」が組織された．また「顧問」「顧問弁護士」「医

師会」「看護協会」「薬剤協会」が相談組織として位置づけられた（柴田， 2002).

2.3.2. 京都民医連中央病院におけるリスクマネジメント体制の事例

京都民医連中央病院では， 2002年6月に専任のリスクマネジャーを置いて医療安全管理とし

ての統合的なリスクマネジメントの組織体制を構築した（図 3参照）． この組織変革の数ヵ月

後に，検査部門での事件が発生したその予防にはつながらなかったが，それをきっかけに，

I医療安全委員会組織図 I
(2002年9月策定）

リスクマネジャー

医療安全委員会

医療事故防止委員会 II感染対策委員会

看護部事故防止委員会 I I I I I感染対策事務局

図3 京都民医連中央病院におけるリスクマネジメント体制
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リスクに対する意識と専任のリスクマネジャーを中心とする体制に対する認識が病院内で一気

に高まり， リスクマネジメント体制が本格稼働するに至った． リスクマネジメントの取り組み

については同じくヒューマン・ファクターやヒューマン・エラーが重要な要素となっている

航空安全の取り組みが参考にされた． （以下の記述は2004年 3月現在の状況に基づく．）

(1)医療安全管理の専門委員会

まず統括部署として「医療安全委員会」（月 1回会議）が設置された． この会議には院長と

事務長が参加し，院長が委員長を務める．「医療安全委貝会」の下に 3つの委員会が組織された．

まず「医療事故防止員会」（月 1回会議）があり，副院長が委員長を務める．それに並列して，

「感染対策委員会」（月 1回会議）「薬事委員会」（月 1回会議）がある．「感染対策委員会」の

委員長は院長が務める．「医療事故防止委員会」の下には「看護部事故防止委員会」があり，「専

任リスクマネジャー」が委員長を務める．

看護師の場合，最終経路になる場合が多く，事故・事例に遭遇することが多いので「看護部

事故防止委員会」が独立して設置されている．一方，事務職，技術職，医師は個別の事故防止

委員会は持っていないが，それぞれの部門管理者会議において必ず医療事故の問題が取り上げ

られる．

「医療事故防止委員会」の下には，各部署における「部署リスクマネジャー」が設置された．

「部署リスクマネジャー」の全体会議は年 2回開催される．ただし，看護部門の「部署リスク

マネジャー」の会議は月 1回開催される．

(2)専任リスクマネジャー

「専任リスクマネジャー」は上述したすべての委員会に参加する．「専任リスクマネジャー」

は，役職としては副看護部長であるが，身分的には院長直轄の「スタッフ」としての専任のリ

スクマネジャーであり，医療安全管理の業務に専念している．「専任リスクマネジャー」の組

織上の位置づけは病院トップの「スタッフ」であり，医療安全管理面におけるリスクマネジメ

ント体制の担当責任者である．

「専任リスクマネジャー」の活動として，その他の会議にも，必要な場合には出席して，そ

の都度，医療安全管理とリスクマネジメントに関連した事項については報告を行う．重要な事

例の場合には，医師の科長会議に直接出席して経過報告や調査報告を実施し，改善策について

の伝達を行う．同様に看護部会議に出席して，看護部だけのさまざまなミスやトラブルの予防

策について検討する．新聞報道には毎日目を通して，「医療事故防止委員会」に参加している

次長の協力を得ながら情報をストックしておき，毎月まとめて委員会で報告したり，安全情報

として流すなどしている．行政からの通達にも留意している． 日常的には大小さまざまな事例

への対処がある．事故を防止するための手順を作成していくことが必要となる．医療安全マニ

ュアルという病院の大枠を定めたものが存在するが，細かい部分での予防策が不十分であるの
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で，そうした部分を「部署リスクマネジャー」と協議しながら作成している．その他に，患者

相談苦情相談窓口の業務に協力している．

「専任リスクマネジャー」は院長直轄のスタッフ機能を担い，上記の各委員会もスタッフ組

織である．病院にはこうしたスタッフ組織とは別に通常のライン組織がある．医療安全管理に

関連して，例えば設備を変更する場合などには，縦のライン組織を通じて周知徹底することに

なる．このような点について，医療安全管理に関連した委員会のスタッフ組織と，院内のライ

ン組織との関係をさらにレベルアップする必要があるのは，医療機関がリスクマネジメント体

制を充実する際に共通の現実的な課題である．

(3)病院経営のリスク管理との関連

米国の病院のリスクマネジメント体制が，医療安全面だけでなく，経営面• 財務面でのリス

ク管理も管轄領域に入れているのとは異なり， H本では，大規模な病院でない限り， リスクマ

ネジメントの組織が，財務面でのリスク管理（リスクファイナンス）にまで着手するわけには

いかないので必然的に医療安全管理（リスクコントロール）に集中する形となっている．あ

くまで患者の生命に直結する間題に関して医療事故を減らすことが， リスクマネジメント担当

組織の限界領域であると認識されている．一方で，安全管理にはコストがかかるので， こうし

たコストの予算計上に関する病院の意思決定について「専任リスクマネジャー」が制度的にい

かに関わっていけるかが検討事項となっている．

保険に加入するかどうか，加入するとすればどのような保険に加人するかという保険管理に

関わる意思決定は，病院の経営陣が行っている．具体的には，保険医協会の賠償責任保険に加

入している．医師や看護師個人の責任が問われる事例が増加しており，個人加入についても検

討されている．法務上のリスク管理については，顧問弁護士による対応となっている．

(4)医療機関におけるリスクマネジメント体制構築上の課題

京都民医連中央病院における事例から，医療機関におけるリスクマネジメント体制構築上の

課題として次の 5点を指摘しておく．

①総合病院の場合，さまざまな職員が在籍するが，リスクに対する意識にはばらつきがある．

いかなるリスクマネジメントの組織体制を構築しようが，組織全体としてリスクに対する

意識を向上させる必要がある．

②専任リスクマネジャーや医療安全委員会などはスタッフ組織であるが，医療安全に関する

決定事項を縦のラインで周知することにいかに参画できるか．

③医療安全に関する財務面・予算面での病院の意思決定をいかに支援できるか．

④リスクマネジメント体制構築の成果・効果をどのように名に見える形（医療事故減少のデ

ータ，現場改善の具体的事例）でアウトプットとして積み重ねていけるか

⑤何よりも本稿における問題意識である医療安全管理におけるリスクのみならず病院の経営
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や戦略に伴うリスクをも考慮に入れた統合的なリスクマネジメント体制をいかに構築する

か経営戦略型のリスクマネジメントといかに関連させるかいかに医療安全管理面にお

けるリスクマネジメントの組織体制の充実を倒産防止を究極の目的とする病院経営自体の

リスクマネジメントと結びつけることができるか．そのためにどのような組織が可能か．

経営戦略型のリスクマネジメントは，医療機関においても実現可能か（亀井克之， 2004).

2.4. 医療機関におけるリスク・コミュニケーション

リスク・コミュニケーションとは，企業の場合，企業がどのようなリスクに直面しているか，

そのリスクに対してどのように対応するかについて，企業内部（トップマネジメント， ミドル

マネジメント，現場の 3 者間）と企業外部（株主• 投資家・消費者・地域社会などのステーク

フォルダー• 利害関係者との間）において共通理解を図ることを意味していた（亀井克之，

2008a; 同2008b). では病院の例を検討してみよう．

2. 4. 1. 病院内部の共通理解

病院とーロに言っても，医療機関は病床数や診療科等，様々な条件から分類されている．病

院内部のリスク・コミュニケーションを考える時，その施設の規模を念頭に置いて組織を構築

する必要がある．通常用いられている施設分類は簡略化すると次の 3つに分かれている．

第 1次施設 病床を持たないクリニック．

第2次施設病床を持つ病院．

第3次施設救命救急センター．

聖マリアンナ医科大学病院の場合， 1208床を備える大学病院であり，救命救急センターをも

併設していることから第 3次施設に該当する．職員数およそ3000名の組織においては， トップ

マネジメント→ミドルマネジメント→現場という流れで，通常の連絡体制は機能している．早

急に取り組まなければならない課題として，リスクマネジメントの統合的組織体制構築がある．

これは病院においても一般企業と同様に重要な課題であり方法論には何ら相違ないと考える．

そのためには，病院の組織規模に応じて，形態を考えなければならない．

リスクマネジメント形態の 4分類である A:業務管理型RM(安全管理型・保険管理型

RM). B: 経営管理型RM. C: 経営戦略型RM(統合型RM. 全社的RM. エンタープライ

ズRM), D: 危機管理型RMの中で， リスク情報の 1つである医療安全管理に関しては，一

般的な病院であれば業務管理型RMの体制が整備されている．

病院が一般企業に比べ遅れているものが，その他のリスク情報に対してどう対処するかとい

うことについてである．聖マリアンナ医科大学病院を例に考えた場合，それぞれのリスク情報

について委員会を構築し審議している．一見すると業務管理型RMが徹底されていると見受け

られるが，委員会で決定したことが病院組織としての見解にならないことからも大きな組織の

中で部署横断的なリスクマネジメントの実施には至っていないということは明らかである．
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昨今の社会事象を鑑みた場合，経営戦略型RMが理想である．例えば， リスク情報のインフ

ラについて，医療資源（人的及び機器的双方）の先端的確保には経営戦略に基づき投機的リス

クの処理が要求される．本年，診療報酬の改定 (DPC, 冠括算定），後期高齢者制度（長寿医

療）導人等，病院収益を下げる要素には事欠かない中で，病院は収益確保のため，厳しい経営

を迫られている．病院組織が 1つになり，全社的対応を迅速に行うためにも，戦略的意思決定

の主体となりうる組織が必要となろう．

2.4.2. 病院外部の共通理解

病院におけるステークフォルダーを考えるとき，内部は言うまでもなく職員であり，外部に

ついては患者（利害関係者）・行政機関・地域社会ということになる．

最大の利害関係者である患者との共通理解について，病院のリスク情報すべてに共通理解を

求める必要はない．狭義には，患者個人の診療におけるリスクを的確に説明し，理解を得るこ

と（情報開示，インフォームドコンセント）に集約される．病院のリスク情報のうち，医療安

全以外の項目には，患者はあまり興味を示さないが，例えば，建学の精神や病院理念は通常，

施設内に掲示されている．

行政機関については，厚生労働省，地方自治体（都道府県市区町村）が主となる．病院にお

いては，様々な法律を遵守する必要に迫られ，数え切れない届出手続きを求められ，定期的な

チェックを受けている．例えば病棟の設備の老朽化に伴い，改修しアメニティを見直しただ

けでも書類の届出はもとより，立入検査をも受ける必要が生じるのである．このような経緯か

ら，行政機関との良好な関係は不可欠であり，緊密なやり取りが生じる．

地域社会については，いくつかの視点が必要になる．地域社会における中核病院，災害拠点

病院としての役割等が挙げられるが，中でも近隣の他医療機関（組織としての利害関係者）と

の連携を図るための共通理解を例にとろう．昨今，報道を賑わしている「救急患者のたらいま

わし」は，病院間のリスク情報の共通理解が非常に重要であることを示している． リスク情報

開示によるリスク・コミュニケーションが円滑に行われることで解決の一助にはなるものと考

えられる． しかし，利害関係者である以上，積極的なリスク情報の共通理解がしづらい一面も

合わせ待っている．具体的事例として，聖マリアンナ医科大学から川崎市内において急性期脳

卒中医療（特に t-PA治療）に対し積極的に救急搬送方法や治療可能病院の選定を行なうべ

く働きかけた しかし医師会，病院協会，行政の協力は全く得られず，バイパス搬送やリスク

を伴う t-PA療法使用に関して市内での急性期脳卒中医療は全く進行しなかった ところが

1年かけて t-PA治療に対する患者について市内の 8病院（大学附属病院や中核病院等）の

間でコミュニケーションを取り続け，さらにMC(メデイカルコントロール）協議会，救急局

の協力を得て，ついには川崎脳卒中ネットワークが立ち上がった． これにより市内では速やか

に的確に患者搬送ができ，急性期脳卒中治療が可能となった．そしてこれらはいずれ市民に還

元される内容である．
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リスク情報の共通理解について，病院内部と病院外部，ひいてはステークフォルダーの種別

によって，扱うリスク情報が異なることを念頭に置かなくてはならない．

2.4.3. リスク・コミュニケーションとしての情報開示の具体的手法

ー聖マリアンナ医科大学の事例一

病院の監督は，医療法に基づき主として都道府県知事が所管している．一般企業における監

査制度も法人組織である以上，行われているが，報告先は都道府県である．一般企業と決定的

に違う点に，ステークフォルダーに投資家は存在しない点が挙げられる．

そのため，本来であれば投資家による投資意思決定のために重視される収支報告や内部統制

報告書を必要としない．

病院においで情報開示の視点で重視されているのは，最大のステークフォルダーである患者

に対しての情報開示である． しかしながら，前述してきたリスクに関する情報のすべてを患者

に開示する必要はない．医療法，厚生労働省主管の医療安全推進総合対策（平成14年4月17日）

で病院が患者に対して，開示を求めている情報は，医療安全対策に基づき，患者の権利保全の

ために重点が置かれた病院組織の情報である．

聖マリアンナ医科大学病院の場合，情報開示は主として電子媒体であるホームページと紙媒

体であるパンフレット，院内におけるモニターを用いだ情報発信サービスの 3つである．

(1) ホームページ

インターネットが普及している現在，病院がホームページを持っていることはもはや常識に

なっている．

病院にとって， CSR(企業の社会的責任）に該当するものは理念，基本方針であろう． コ

ンプライアンスについては，病院が法令遵守を行うことは最低限当然のことで，もしそれがな

ければ病院は組織として存在することすら危うくなる．そのため，聖マリアンナ医科大学病院

においても法令遵守について組織としての明記はしていない．ただし，「職員倫理指針」にお

いて，法令遵守を含む職員の遵守事項は明記されており，ホームページ上で開示も行っている．

その上で，患者や社会にどう貢献するのかという視点で理念と基本方針は構成されている．

聖マリアンナ医科大学病院の理念は，『「生命の尊厳」を重んじ，病める人を癒す，愛ある医

療を提供します』であり，基本方針については，「①患者さまの視点に立って，より快適で心

の通い合う安全で良質な医療を提供します． ②患者さまの人権を尊重し，十分な説明と同意

のもとに開かれた医療を行います． ③高度な医療と質の高い看護に努め，救急医療，災害医

療等の拠点として，特定機能病院の使命を果たします． ④地域との連携を深め，地域医療，

地域住民の健康と福祉を支援します．⑤生命の尊厳とキリスト教の愛の精神を基調とする医療

人を育成します」という 5項目である．

患者にとって重要なリスク情報である医療安全については，「医療安全に関すること」の項
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Hで，聖マリアンナ医科大学の医療安全に対する取組みを開示している．企業におけるリスク

マネジメント関連 5概念のうち， リスクマネジメント・内部統制・コーポレートガバナンスに

該当する内容について言及されている．

(2)パンフレット

直接のリスク情報とは言えないが，聖マリアンナ医科大学病院では病院広報の視点から，近

隣地域医療機関を対象にした「診療のごあんない」，病院訪問者のための「病院パンフレット」，

患者に渡すための「外来案内」「人院案内」等の小冊子が紙媒体として編集発行されている．

当院が可能な治療についての記載が主であるが，前述した理念や基本方針も記載されている．

近隣の医療機関との連携を推進するにあたり，病院の取組みを理解してもらうためには，パン

フレットを用いで情報開示を行い，共通理解を図ることは非常に重要である．関連して，メデ

イカルサポートセンター (MSC) という部署を設置し，地域連携を重視している．

(3) 院内情報発｛言サービス

聖マリアンナ医科大学病院では，来院した患者の待ち時間対策の一環として，外来待合3ヶ

所にモニターを設置し，病院のさまざまな情報や一般的な健康情報・予防対策等を発｛言してい

る．共通理解とまでは呼べないまでも，不特定多数の患者が眼にすることが出来るこのシステ

ムは，広報戦略においては有効なツールと考えられていて，全国500施設に上る病院が導入し

ている現状がある．

以上，ーロに病院のリスク情報といっても，それぞれのリスク情報は 1つずつ部署を設置し

て取扱う必要があるほど，その専門ごとに特化している．すべてのリスク情報を一元的に 1つ

の部署に集約させれば，各担当部署間で無用の軋躾を生み，それ自体が新たな組織内における

リスクとなりかねない．現状を踏まえれば，病院においては，医療安全管理を所掌する安全管

理対策室のような組織と，部門横断的なリスクを管理する部署の 2局体制に落ち着くのではな

いだろうか. 2局間におけるリスク・コミュニケーションが必須であることは言うまでもない．

リスク情報の発偏元である組織体制の構築は，それぞれの病院に適した方法論を用いるべきで

あろう．

3. 事例研究：臓器移植から見る医療機関のリスクマネジメント

ー聖マリアンナ医科大学病院における臓器移植体制の構築―-

3. 1. 臓器移植をめぐる状況

1997年（平成 9年） 10月16日に臓器の移植に関する法律（以下法とする）が施行されて10年

が経過した．施行当時 3~4 年の経過の推移を踏まえて問題点を洗い出し，見直しを行うこ
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とが念頭に置かれていた． しかし，現実として改正は行われることはなく，平成18年頃より，

ようやく国会において改正臓器移植法の問題が取り上げられるようになった．法施行後，平成

19年まで脳死下臓器提供は63例行われている．社会的な動きとしては，症例を追う師にマスコ

ミの扱いは小さくなってきており，一般市民に至るまでニュースバリューは低くなってきてい

る感がある．これは日本における移植医療に問題が無くなった事を意味するものではなく，む

しろ改正臓器移植法が国会で審議されている現在だからこそ，真摯に取り組む必要があろう．

リスクマネジメントの一環として，病院が組織として臓器移植に取り組むシステムを構築する

ことに意義がある．

臓器移植法の改正をめぐっては， 2008年5月27日，脳死後の臓器提供の増加を目指す超党派

の「臓器移植法改正推進議員連盟」（河村建夫会長）が衆参両院約60人の議員が参加し発足した．

同法改正については2006年 3月以降①脳死を人の死とし家族の同意で提供可能，②提供年齢

を現在の「15歳以上」から「12歳以上」に引き下げ，③生体移植などについての規定を追加と

いう合計3案が国会に提出されている．衆院厚生労働委員会は審議のための小委員会を設置し

たが，実質的な審議は行われていない．河村会長は「中山太郎衆院議員らが提出した（脳死を

人の死と認定する）案が（議論の）中心と考えるが，議連として早急に 3案の調整を進めたい」

としている．

3.2. 聖マリアンナ医科大学におけるリスクマネジメントの組織体制

病院におけるリスクマネジメントは， もともと「医療の質」「医療安全」に置換され同一のも

のと扱われてきた聖マリアンナ医科大学病院においても他医療機関と差異は無い．「医療の質」

の確保や「医療安全」は病院においては非常に重要な視点であることに異論はないが，このこ

とが，病院におけるリスクのマネジメントのすべてだということにはならない．「医療の質」「医

療安全」の視点は英訳すれば「PatientSafety」が妥当であり，「RiskManagement」のす

べてには当たらない．大学においても，病院においても経営困難に陥り，統廃合や閉鎖といっ

た事象が発生する現在の状況を踏まえたとき，病院に求められることはさまざまなリスクに

組織としてどう向き合うのかということに他ならない．医療安全に関わるリスクのみならず，

病院の経営や戦略展開に伴うリスクを含む病院の存続を脅かすあらゆるリスクに対する統合的

なリスクマネジメントシステム構築の必要性は一般企業の場合となんら変わることはない．

聖マリアンナ医科大学病院は，病床数1208床（一般病床1156床，精神科病床52床），外来通

院患者数 1日平均2300人，入院患者数 1日平均900人である．病院組織の構成としては，診療科・

診療施設・診療協力部門・事務部等からなっている（図 4参照）．

聖マリアンナ医科大学病院におけるリスクマネジメントは「医療安全対策」「災害防災対策」

「感染対策」に重点が置かれている．現状では，対象として医療安全のリスクのみならず経営

リスクを包含する統合的なリスクマネジメントシステム構築には至っていない．以下に具体的

な組織体制を見てみよう．
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3. 2. 1. 医療安全対策の組織

まず「医療安全対策」については，医療安全副院長直下に「医療安全管理対策室」が設けら

れている．室長のゼネラルリスクマネージャー（専任ではなく，現ゼネラルリスクマネージャ

ーは小児外科部長が兼務している）を筆頭に，医師 4名，看護師 3名，事務， コ・メデイカル

等4名で構成されている．この他に全部署・全診療科から 1名づつリスクマネージャーを任命

し，（総計105名）定期的に毎月 1回リスクマネージャー会議を開催し，情報共有や「ヒヤリ・

ハット」と呼ばれるインシデントや事故等アクシデント事例の検討分析を行っている．ここで

審議検討された結果が「医療安全委員会」に報告され，具体的な施策の実施に反映される．「医

療の質」「医療安全」はこの部署が担当している．

「災害・防災対策」については，一手に担当している部署はなく，「防災対策委員会」で審議

検討されている．委員会は，組織図に掲載される部署（部・課• 室・センター等）ではなく委

員長を含む委員すべてが兼務で様々な部署から任命されている．病院の中には防災対策委員会

の他，必要に応じて相当数の委員会があり，職貝によっては複数の委員に任命されているケー

スは珍しいことではない．現在，聖マリアンナ大学病院が抱える問題として委員会の数が多く

なり過ぎてしまい，組織的な整理が必要な状態に陥っている点が挙げられる．災害・防災の言

葉どおり，環境やインフラ的な視点が強いことから大学施設部が中心となって病院を含めてカ

バーしている現状にある．

3.2.2. 感染対策の組織

「感染対策」については，診療協力部門の 1部署である「感染制御部」が担当している．専

任医師 1名，専任専従看護師 3名を中心に総勢16名の医師・看護師・薬剤師から編成されてい

る．院内感染対策や感染予防の啓発・啓蒙を職務としている．

3.2.3. 経営管理・経営戦略上のリスク管理組織設置の可能性

以上 3つの重点領域について概観したそれぞれの視点や要素においては，相応の機能やレ

スポンスを確保している． しかし組織的なリスクマネジメントという視点から考えた時，未だ

不十分といわざるを得ない．いくつかのリスクファクターに対して病院組織が，総体的な対応

を可能にするためのマネジメント・システム構築が不可欠であろう．

では，逆に一般企業における経営管理部門は，医療機関の場合， どの部分に該当するのかと

いう問いには答えに窮する．診療報酬の算定，現金収受等の実務は医事課であるが，経営戦略

的な視点での施策の策定• 実施にまでは至らない．本来，病院会計と庶務を所掌する管理課が

聖マリアンナ医科大学病院においては妥当であろう． しかし，課長以下 9名の人員配置（うち

1名は病院長秘書）で会計から庶務に至る業務をこなしている現状では，経営戦略的施策の策

定・実施までは不可能である．

リスクマネジメント・システムを構築し，実践するには，まず職員個人がリスクとは何かと
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いうことを認識しリスク感性を高めていくことが必須である．その上で， リスクを洗い出し分

類していく．分類したリスクを計画に当てはめ，対応を決定する． リスク因子，大きさ，コス

ト，時間経過毎の経営計画等を把握（リスクの可視化）するためにも BSC(バランス・スコア・

カード）作成は有効である. PDCAサイクル手法は，決して新しいものではない．医療の現

場においても有効に作用している上に， 1診療行為から部署ごとのルーティン業務に常用され

る傾向になってきている．以上のことからも，病院組織全体の組織力を向上させるための方策

は，一般企業の場合と大した差異はないことは明らかである．

3.3. 臓器移植とリスクマネジメント

では何故一見すると相関性を持たないように見える臓器移植のシステム構築がリスクマネ

ジメントに相当するのかということに触れてみよう．

3. 3. 1 . 法律的視点

臓器移植の法的根拠は冒頭に述べたように．臓器の移植に関する法律である．この法律の前

身に1979年（昭和54年）に施行された「角膜と腎臓の移植に関する法律」がある． これは，心

停止後の角膜と腎臓の移植を可能にしたものである． ところが，心臓• 肺• 肝臓等の臓器に対

しては規定されておらず， これらの移植希望者は移植を希望しても叶わず，少数の患者が海外

における外国人枠を利用し移植を受けているという法的不備があった．海外における移植がマ

スコミで取り上げられるようになり日本国内における移植の必要性が求められた．このような

背景から「臓器の移植に関する法律」が施行されるのである．この法の施行により，脳死から

の心臓• 肺・肝臓．腎臓• 膵臓• 小腸• 眼球（本人の書面による意思表示と家族の承諾），心

停止からの腎臓• 膵臓• 眼球（家族の承諾）移植を可能としたのである．

この法の特筆すべき点は，「脳死」を人の死と認めるには臓器移植を前提としなければなら

ないこと，臓器移植・提供を希望する者の権利を認めていることにある．前者については，必

然的に脳死判定や脳死診断をするためのシステムを医療機関に要求していることにほかならな

い．大多数の医療機関は 2つの「死の定義」の狭間で迷い苦しむことになる．後に詳述するが，

臓器移植は，「人の死」を前提にした先端医療であること，需給バランスが成立していない医

療であることの 2点はさまざまなところに影響を及ぼしているのである．

後者については，臓器移植を受ける，受けない，臓器提供をする， しない（日本臓器移植ネ

ットワークは「 4つの権利」と称している．）といった患者の権利保護を医療機関は責務とし

て負うことを意味する．この患者及び患者家族の権利保護は決して簡単な事ではない．通常，

医療従事者でもない限り，臓器移植についてはイメージ程度の知識しか持たないのが普通であ

る． 日本臓器移植ネットワークはドナーカードに本人意思を記載の上，所持携帯してもらうよ

う啓発活動に努めているものの，公表データを引いても 10%弱であり，医療の現場にいる我々

はもっと低い割合だと感じているまた，医療従事者であっても臓器提供に至るプロセスを熟
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知している人間は一部であり，医療機関内部であっても対応が周知出来ていない現状がある．

その中で，いかに権利保護を行うのかということになる．基本的に，医療機関側が行わなけれ

ばならないことは，患者及び患者家族の意思を確認することであり（ここに臓器提供という選

択肢を提示することが含まれる），死に際して臓器提供意思を確認した場合はその意思を実現

しなければ法に違反することになる．実際に権利を阻害されたということで裁判に及んだ例は

無いが，昨今における一般市民の権利意識は際立って向上しており，医療訴訟リスクを内在さ

せているといっても過言ではない．

このような新しい概念を盛り込んだ法ではあるが高すぎるハードル設定から「臓器移植禁

止法」の異名をとるほど，施行当初の背景とは逆行した現状を生むことになっている．現在に

至るまでの63症例は，余りに少ないものであり，昨今の「改正臓器移植法」論議の源はまさに

この点につきるものである．公共機関の色合いの強い病院であっても，一般企業と同様にコン

プライアンスは避けて通ることは出来ずに要求される．昨今，新聞等マスコミは積極的に病院

を取り巻く医療問題を取り上げている．例えば，医師法第21条「異状死の届け出」はその代表

的な例と言える．この件の法解釈は，医師をはじめとする医療機関（医療機関内部においても

外科学会と法医学会の立場の違いに見られるように決して 1枚岩ではない），警察等の捜査機

関弁護士，行政とそれぞれの立場ですべて異なる見解になる．特に捜介機関と医療機関の立

場は，両極に位置するものであり，その妥協点を見出すことすら難しい現状がある．警察に代

わる第 3者機関の設置という方向性は決定したようだが，詳細や要綱を詰めるには至っておら

ず，まだ今しばらくの時間の経過の中で混迷することになると予想される．「医療と法律の共生」

等のタイトルで，それぞれの関係機関からパネリストを招いてシンポジウムが行われているが，

具体的な解決策を導き出したものはほとんど無いのではないだろうか．

病院が医療機関として，適正なコンプライアンスを行うために求められるものは，法律の条

文解釈に至るまでの十分な理解と，企業でいうコーポレートガバナンスが不可欠である．発生

する事象に対し，適正な情報収集を実施し，いち早く組織としての意思決定を実践するための

マネジメント・システム構築が即ち，医療訴訟リスクに対する備えであることにほかならない．

聖マリアンナ医科大学病院の場合，現在，臓器移植を扱う特定部署は存在しない．臓器移植

が円滑に行われるためには，部署・職種を超えた協力体制が必要である． この協力体制はすな

わち統合的なリスクマネジメントの組織体制と言い換えることができ，組織体制構築のアプロ

ーチが，組織的リスクマネジメントに直結すると言える．

3.3.2. 倫理的視点

臓器移植は「人の死」を前提としている．死に行く者の臓器提供があって初めて臓器移植が

行われるわけで，提供が無ければ成立しない．更に脳死と心停止という 2つの「死の定義」の

狭間で，医療機関の現場でスタッフは苦悩している．臓器提供意思を確認するためには，その

意思を抽出するためのアクションが必要になる選択肢の提示（オプション提示）というが，
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では，誰がいつ， どこでどのタイミングで行うのかが問題になる．一番容易にオプション提示

を行うことが可能なのは患者の主治医である医師である．医師の苦悩はここを起点としている．

医師の必是は，患者を治すための医療を施すことであることに今も昔も変わりはない．オプシ

ョン提示は，患者の死を意味することであり，提示を行う医師本人が患者の死を受容すること

にほかならない．患者家族が患者の死を受容するための悲嘆ケア（グリーフケア）はあるが，

行う医師が患者の死を受容することはあまり重視されていない．円滑なオプション提示を行う

ためには，生命倫理医療者の戦業倫理に十分配慮した上でプロトコールを構築することが望

ましい．

3.3.3. 宗教的視点

臓器移植と宗教は一見するとまったく無関係なものと思われる． しかし，現実問題として，

わが国においては，脳死や臓器移植に反対する団体もいくつかある．宗教と密接な関わりを持

っている団体が，脳死や臓器移植に反対の立場を取っているケースが多い．その論旨・主張は

割と明快である．聖マリアンナ医科大学はキリスト教に基づいているが故に，宗教を無視出来

ないこの視点からの検討を行う際，個人的価値観に左右されない客観的な思考が必要である．

先端医療としての臓器移植を実践するには，反対意見に対して冷静かつ理論的論拠が求められ

る．そのためにも，背景を理解した上で臓器移植と宗教を切り離して考えるべきであろう．反

対の立場を取っている団体の主張として，脳死については，わが国において，死の 3兆候によ

る心停止の定義で何の問題も生ずることは無く，脈々と歴史は刻まれてきた．臓器移植を推進

するためだけに，死の定義を 2つも作り，医療の現場を混乱させることは「人間の生命の尊厳」

にも触れることである．

以下の 3点がよく見られる論点・主張である．

①根治医療ではない事（例えば，慢性腎不全の根治に関する研究に医師は腐心するべきであ

る．）

②医師もまた人でありミスはあるという前提に立った時，現在の各医療機関のシステム・法

的手続きだけではあまりに不備であり，透明性の確保が出来ない事（例として本人の意思

確認方法がドナーカードだけで十分なのであろうか？）

③医療の現場で移植医療を優先するあまり，本来患者が受ける事が出来るはずの救命・延命

処置が省かれる懸念．宗派によって，考え方・動きに差はあるものの，積極的に反対活動

を行っているところでは，ノン・ドナーカードを配布しているところもある．医療機関と

しての立場や考え方を明確にしておく必要がこうした視点からも生じるのである．

3.3.4. 組織的視点

臓器移植とーロに言っても，提供側と移植側の 2つのシステムを病院は備えておかなくては

ならない．特に本稿では聖マリアンナ医科大学病院が臓器提供に携わっていることもあり，臓
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器提供に力点を置いて述べている．臓器提供に関して言えば提供意思を確認したところから，

臓器摘出に至るには，院内外の様々な部署がそれぞれ所掌している業務を麒甑遅滞なく行う必

要がある．そのためのマニュアル作成整備や委員会の設置，後述するドナーアクションプログ

ラム (DAP)であったりする．いずれにしても特定の 1部署特定の 1個人が頑張ったとこ

ろでシステムの確立には到底至らない．病院の特殊性として医師・看護師等多職種が様々な部

署に配置• 構成されている．そのため，情報共有が基本的に難しい組織である．この点に十分

配慮し病院が組織全体としての問題と捉えて，システムを構築していなければ臓器提供も臓器

移植も成立しないのである．

以上の視点から， 1つ 1つの問題点をクリアしていくことが，即ち病院における組織全体的

なリスクマネジメントのシステム構築に繋がり，実践を重ねていくことそのものがリスクマネ

ジメントに相当すると考えられる．このような取組みは特定の 1部署が行えば良いというもの

ではなく，病院組織全体として取組むべき問題である．病院における統合的なリスクマネジメ

ントの意義はこの点でも見い出される．

3.4. 聖マリアンナ医科大学病院における臓器移植体制の構築

2006年（平成18年） 11月から本論第二執筆者らは，臓器移植に関する院内整備に取組み始め

た．約 1年が経過した2007年（平成19年） 10月，心停止下ではあったものの，医師側からの選

択肢提示が実を結び，臓器提供が成功した．完全な対応とは言えないまでも，構築した院内シ

ステムは不備を起こさず動いたのである．取組みの経緯の中で， どのような問題点に対して審

議検討を行ったのかをまとめてみよう（本稿末資料 2「臓器提供支援委員会活動記録」参照）．

3. 4. 1. 神奈川県の現状

これまで，神奈川県下における脳死下での臓器提供は 4件，心停止下での臓器提供は年平均

5~8 件で推移している．都道府県別に比較した場合，少ない数字ではない． しかし，単純に

実数比較をしただけでは何の意味も持たない．人口が多い神奈川県では必然的に交通事故

等外傷症例も多く，偶発的に臓器提供意思が患者側から示される事も多かったのである．病院

等医療機関や行政が具体的な努力や取り組みをしなくても，毎年，それなりの件数は発生して

いたのである．人口は都道府県ごとに差があるわけだから，提供数を総人口で割ることで比較

可能な数字が出る．この数字で比較した場合，神奈川県はかなり低い位置になる．

腎臓等臓器提供が発生した場合，わが国において唯一斡旋業務を出来るのは日本臓器移植ネ

ットワークである．腎移植を希望する患者は， 日本臓器移植ネットワークに自身のデータを登

録する．（神奈川県内の腎移植希望登録者は714人であり，そのうち本学大学病院は39人である．）

その登録者の中で移植を希望する患者の年齢，血液型， HLA(組織適合検査），待機年数，居

住地等様々な項目を整理分類し，ポイントに換算してレシピエントを決定する. 2002年（平成
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14年）からこの項目の中で，居住地に関わるポイントを引き上げたのである．需給バランスが

成立していない医療であることはすでに触れた．これによって，県外からの臓器提供に期待す

ることはほとんど不可能な状態になり，各都道府県はそれぞれの自治体ごとに臓器提供数を増

加させる取り組みが必要になったのである．

3.4.2. 都道府県臓器移植コーディネーター

法の第 3条は，「行政の臓器移植に対する普及啓発」を規定している．この規定に基づいて

臓器提供症例が発生した場合の斡旋業務，臓器移植医療の普及啓発の 2つを主たる業務として

都道府県臓器移植コーデイネーターを各都道府県に設置している神奈川県においては，長年

にわたり，北里大学病院からコーデイネーターを輩出しその任に就いていだ しかし，余りに

も負担が大き<, 24時間対応であること等を跨まえて， 2006年（平成18年），神奈川県は県内

4大学病院（北里大学病院，東海大学医学部付属病院，横浜市立大学病院，そして聖マリアン

ナ医科大学病院）に対して，「任期 2年，各大学持ち回り， 2名体制」の神奈川県臓器移植コ

ーデイネーター設置を依頻してきたのである．設置した大学病院に対して神奈川県は年度侮の

補助金支給を行うことで，法第 3条の規定である行政支援を全うしたという立場であり，確か

にコーデイネーター 2名配置は全国的にも多くない制度である．こうした現状を鑑み，積極的

に指名を受けた他 3大学の関係者とも協議を重ね，情報共有と協力体制構築に努めている．

この行政からの依頼を受けて，聖マリアンナ医科大学病院は看護部から人選を行い，救命救

急センター看護師を選出しその任に当てた．大学病院長の指示のもと，当時現任コーデイネー

ターであった北里大学病院のコーデイネーターと積極的な交流を持ち，神奈川県健康増進課の

担当者からも頻回に情報を収集し，都道府県移植コーデイネーター設置に向けて組織的な準備

に入った. 2007年（平成19年） 4月から神奈川県臓器移植コーデイネーターとして活動を開始

した．

3.4.3. 院内コーディネーター

神奈川県は，都道府県移植コーデイネーター設置と併せて，臓器移植推進の一環として，院

内コーデイネーター設置を提唱した. 2007年（平成19年） 2月に院内コーデイネーター設置趣

旨説明会を開催し，次のような説明を行った．

対象施設として，脳死下臓器提供可能施設（ガイドラインにおける 4類型），心停止下臓器

提供可能施設とし，設置人数は最低でも l 施設 1~2 名程度ば必要とした．都道府県移植コー

デイネーターと異なる点は，専任専従ではなく，兼務兼任で構わないこと， 日本臓器移植ネッ

トワーク発行の委嘱状を持たないことから，斡旋業務には従事出来ない事，設置に関わる費用

に対しては，各医療機関に必要なシステムであるから，別段の補助は行わないというものであ

った．

院内コーデイネーターの業務は，普及啓発等の業務と，臓器提供に関わる業務の 2つに分け
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られる．

普及啓発等の業務は，①所属施設に勤務する医療従事者に対し，臓器移植に関する普及啓発，

②県移植コーデイネーターと情報交換を行い，必要な情報を施設内の関係部署に提供，③臓器

移植に関する一般的な説明（前述したように斡旋は不可）の 3点に要約できる．

一方，臓器提供に関わる業務としては，①円滑な臓器提供が実施出来るように関係部署と

の連絡調整，協力体制の整備，②県移植コーデイネーター等関係機関との連絡調整．③関係部

署と連携の上，臓器提供意思表示カード（ドナーカード）の所持確認を行う．

以上を本来業務に支障の無い範囲で行うことを設置に当たっての推進計画としている．後に

なって神奈川県は，院内コーデイネーターに対して委嘱状を発行しない理由として，臓器提供

に関わる業務が斡旋業務と明確に線引きすることが難しいことを挙げている． しかしながら，

その傍らで神奈川県は2007年（平成19年） 1年間で 3回 (3月.6月・ 12月）院内コーデイネ

ーター研修会を開催した．参加者に対して，委嘱状は不可能ながらも修了証を発行すると 1度

は明言したものの，未だ実現していない事を考えても，行政の迷走は明白である．

本学大学病院は， 2007年（平成19年） 3月，救命救急センター看護師 3名を院内コーデイネ

図5 患者・患者家族を取り巻く医療機関内部のステークフォルダー
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ーターに任命した（後， 7月の人事異動で 1名が関連病院に異動になったため 2名となる．）

2度に渡る臓器提供症例を経験し，看護師だけでは院内システムに至らない事を鑑み，医師・

手術部・病棟• 薬剤師・臨床検査技師・画像診断センター・医事課・管理課等関係部署に人材

を求め，現在では18名の院内コーデイネーターを設置している．更に，情報交換や活動指針を

話し合う場として院内コーデイネーターワーキンググループを，後述する臓器提供推進委員会

の下部組織として編成した神奈川県が発行しない委嘱状については，聖マリアンナ医科大学

病院長名で発行し，院内での立場を明確にした．

3.4.4. 臓器提供推進委員会

神奈川県臓器移植コーデイネーター設置に併せて，聖マリアンナ医科大学病院ではまず，

2006年（平成18年） 11月，院内移植コーデイネーター推進部会が組織された．以降2007年（平

成19年） 3月までの間， 4回の会議が開催された．同時に病院長の指示に基づき，院内におけ

る外来講師による講演会の開催，新潟大学大学院腎泌尿器病態学分野の高橋公太教授•新潟県

臓器移植コーデイネーター秋山政人氏の支援の下，新潟県内の病院視察の実施等を経て， 2007

年（平成19年） 4月に臓器提供推進委員会という正式な委員会が発足した．

発足に当たって困難であった点は次の 4点である．

①院内コーデイネーターと会議の関係

例えば看護師を院内コーデイネーターに任命しても，看護部組織体制の問題（縦割り）と

して，委員会等会議の出席さえ難しかった．院内コーデイネーターワーキンググループが委員

会の下部組織として位置付けられた事はこうした背景も作用している．

②関係部署との調整

臓器移植に必要な血液検査・脳波検査・レントゲン等の検査を所掌する臨床検査部や画像診

断センターからの会議への参加は，実際に症例が発生した場合の協力体制システムを考えても

絶対に必要であると考えていたが，当初その必要性は当事者の理解を得ることが出来なかった．

その必要性について粘り強く説明した結果，現在では院内コーデイネーターをこの 2部署それ

ぞれに設置し，症例発生時の協力及び部内でのマニュアル作成に至っている．また，神奈川県

警察との対応を重視する必要から，法医学に積極的に参加を依頼したことが，聖マリアンナ大

学の特徴と言える．

③大学生命倫理委員会との関係

当初，同じ内容を審議する委員会の設置は疑問視されていた聖マリアンナ医科大学の中に

は 8 つの部会から構成される生命倫理委員会があり，中でも脳死•臓器移植部会との関係を明

確にする必要があった大学の生命倫理委員会は年 4回程度の開催のため，レスポンスが悪く，

突然発生する症例に対応出来ないおそれがあった．そこで，臓器提供推進委員会は病院内の組

織として病院長直下とし，生命倫理委員会との整合性を確保するために脳死・臓器移植部会の

メンバーが委員会に出席することとした．
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いずれも小さな問題ではあるが，その 1つ lつに時間をかけて調整することで組織全体とし

て靴甑を生じないように努められている．大きな組織の中で複数の部署が関わる場合の調整は

困難であるのが現状である．現在，月 1回の定時開催（症例が発生した場合は随時）となり，

審議に遅れを生じさせない体制を構築し，症例が発生した場合も主導的な立場がとれるように

なっている．

3. 4. 5. DAP (ドナーアクションプログラム）

「何故，臓器提供数が増加しないのか？」「何故，ただでさえ忙殺されている救命医が臓器提

供意思を抽出しなければならないのか？」といった疑問と解消するための手法としてDAP(ド

ナーアクションプログラム）は存在する．

前述した高橋公太教授，秋山政人氏の指導から，聖マリアンナ医科大学はこのDAPを導入

するに至ったこの手法は，最終的に病院における臓器提供システム構築に大きな作用をする．

しかし，臓器提供を前面に押し出したものではなく，患者家族の悲嘆ケア（グリーフ・ケア），

カルテレビュー， HAS(職員意識調査）等， 1つ 1つのパーツから構成されている．現在，

聖マリアンナ医科大学は平成19年度厚生労働科学研究「臓器移植の社会基盤整備事業」のモデ

ル病院として， DAPに基づいたドナーアクション（臓器提供推進活動）に取り組んでいる．

3.4.6. 神奈川県警察との関係

警察と臓器移植は一見するとさほどの関わりは無いように見える． しかし，実際は，患者の

死に際しての検視・検案，司法解剖との相関に始まり，臓器摘出に際しての搬送まで場面ごと

の関わりは非常に深く，協力を得なければならない．

外因死と一口に言っても，受傷原因によって警察は担当部署が違うのである．殺人や労災は

刑事部であり，交通事故は交通部である．患者が仮に臓器提供意思をドナーカードで示してい

ても，こうした外因死であれば，死に際して，司法解剖を行うかどうかの判断は警察である．

司法解剖となれば，臓器提供は実現しないし，検視・検案に時間を費やしても同じことである．

摘出した臓器の搬送については，都道府県によっては，交通事情を鑑み，パトカーでの先導

を行っている神奈川県においても渋滞等諸問題の観点から，パトカー先導は神奈川県警察内

部ではマニュアル化されていたがその依頼• 連絡方法等は民間には周知されていなかった．

以上のような懸案事項を解消するために， 2007年（平成19年），聖マリアンナ医科大学法医

学・ 向井敏二教授の指導により，神奈川県警察本部捜査一課・通信指令課・交通捜査課と 2度

に渡って症例検討会が開催されたこの席上で，連絡先の 1本化が図られたことや，症例を通

じだ情報共有がなされたことは，双方にとって有益であった官民一体とは昨今色々な分野で

聞かれるが，このような会議は，警察との連携・協力関係構築には必要不可欠なものである．
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3. 4. 7. 終末期医療

臓器移植が「人の死」を前提にしている以上，終末期医療とは当然密接な相関がある．当初，

終末期をどう定義付けするかで議論がなされた．厚生労働省は2007年（平成19年），「終末期医

療の決定プロセスに関するガイドライン」を医療界・法曹界等の有識者に意見を求め，審議し

た上で公表した．前述したが，医療と法律の共生が難しい中で，作成されたガイドラインは漠

然としていて医療の現場において有効活用できる内容であるとは言えなかった．聖マリアンナ

医科大学病院において，病院長は病院としてのガイドラインの作成を法医学教授に指示したが，

この問題について調査し検討すればするほど，文章として明文化する危険性（読み手によって

解釈が変化すること）を認識せざるを得なかった．

そこで，秋山政人氏の指導に加えて，財団法人富山県腎臓バンク・高橋絹代氏の協力を得て，

2007年（平成19年） 6月と11月の 2度に渡って富山県を訪れ，実際に富山県行政の担当者や，

病院関係者にヒアリングが実施された．その結果，富山県公的病院長協議会は， 2006年（平成

18年） 5月，射水市民病院の延命中止問題を受けて，「がんの終末期医療に関する申し合わせ」

を作成・公表した．各病院はこれを 1つの指針としてそれぞれの病院に持ち帰り，スタイルに

合ったカスタマイズを行う．そしてその結果を協議会にフィードバックさせることで情報の共

有化を図っているということであった．富山県行政と富山県内の主たる病院が一緒になって，

困難な問題に取り組んでいることは，官民一体のあるべき姿として評価に値する．そんな理想

的な取組み姿勢であっても，がんに限局せざるを得ないところにこの問題の難しさと深刻さが

覗えるのである．

終末期医療と臓器移植との相関について，臓器提供意思は，死に際した患者が行う最後の選

択肢の 1つであるというところから，終末期医療における選択肢の 1つに置換可能との思考に

至った．ガイドラインの存在は，病院組織にとっては有用有益なのかも知れないが，臓器移植

という視点からはケースバイケースでの対応を難しいものにするおそれがある．その上で，継

続的な審議検討は行うべきであるとの結論に至った．

3.4.8. 宗教的視点からの検討

聖マリアンナ医科大学は全国的にも稀有なカトリック系医科大学である．この事から，宗教

的視点を無視することは出来ない．本稿第一執筆者らは，臓器移植と宗教の相関については否

定的な立場を貫いていたが，最低限キリスト教（カトリック）が臓器移植を否定しなければ良

いと考え，神父でもある本学宗教学教授に見解を求めた．少なくともキリスト教に関しては，

臓器移植は否定しないとの事であった． しかし，わが国における宗教土壌は仏教にあることか

ら，いくつかの宗派を尋ねておくことが良策との指示を受けたこの指示に基づき，浄士宗（浄

土宗総合研究所），浄土真宗（教学伝道研究センター），天理教（おやさと研究所）の 3宗派を

尋ねた．

論旨については前述したが，いずれの宗派も聖マリアンナ医科大学の意向や考え方を直接否
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定することは無かったこの点を踏まえて，明確な姿勢を示すことが極めて重要で，確固たる

システムを持つことで十分に抗弁可能と判断し，また，基本的には宗教と臓器移植は切り離し

て考えるべきであるという結論に達した．

3.4.9. マスコミ対応

脳死下臓器提供症例が，法施行後10年経過し62例を数えた．症例を重ねる毎に新聞報道も小

さくなっている．それにも関わらず，聖マリアンナ医科大学病院では本稿第一執筆者が取り組

むまで，事務局のマスコミ対応フローチャートは法施行当時の大規模なものであった．現在の

社会情勢等現状を踏まえれば，その必要はすでに無く，縮小方向での改訂を行った．

聖マリアンナ医科大学病院をはじめ，多くの医療機関はマスコミに弱い．昨今の医療報道や

マスコミ対策という単語が一般化していることからも，マスコミに対して多くの医療機関，医

療従事者はあまり良い印象を持っていない． しかし，マスコミの持っている影響力の大きさを

医療従事者は認識しなければならない．臓器提供症例に対する扱いは確かに小さくなってきて

いるが，啓発・啓蒙活動の実践に当たって，マスコミの力は有用であると考えられる．個人情

報保護法等法的視点から，すべてを公にする必要は無いが，適正な情報開示を行い，コミュニ

ケーションを取ることはマスコミとの良好な関係を構築することに繋がるのである． こうした

経緯から，現在では臓器移植に限らず，様々な事象でマスコミ各社とコミュニケーションを取

る機会が増えた．一般企業におけるのと同様に，マスコミ対応は医療機関におけるリスクマネ

ジメントの重要な一要素となっている．

結語

本稿は，企業のリスクマネジメントにおける「リスクマネジメント・システム」「リスクマ

ネジメントの組織体制」「リスク情報の開示（リスク・コミュニケーション）」という観点から，

医療機関におけるリスクマネジメントを分析する試みであった．

本稿第 3 節の事例研究では，臓器提供側と移植側の相違，医療手技•技術的な視点は敢えて

省き，組織体制の構築，ステークフォルダー（利害関係者）との関係，移植医療を含めた医療

全体に一般企業における「全社的リスクマネジメント」「統合的リスクマネジメント」が，極

めて煎要であることに焦点をあてた一般企業における「全社的リスクマネジメント」「統合

的リスクマネジメント」は病院等医療機関であっても十分適合可能であり，またこのようなマ

ネジメント・システムを行渡らせる事が，昨今社会を賑わしている「医療不信」の払拭に繋が

るのではないかと考える．

本稿における検討・考察を踏まえて，最後に次の諸点を提言して結びとする．

(1) 人（従業員：医師・看護師・職員・患者）を本当に大切にしているのか？

病院における「心の危機管理」「過重労働」「メンタルヘルスケア」問題への対処．
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(2) リスクマネジメントの基本はいつの時代も地道なリスク・コントロール（事前予防）：

リスク・コントロール（医療事故防止）に従事する人と作業に対するリスペクトが重要．

(3)病院倒産の危機が叫ばれる昨今，統合的なリスクマネジメントをいかに組織するのか？

病院経営陣の関与， リスクマネジメント担当理事の任命，統合的な組織体制の整備．

(4) どのようにリスク情報を開示するか？

病院内部におけるリスク・コミュニケーション．病院外部のステークフォルダーとのリスク・

コミュニケーション，医療現場におけるリスクについで情報開示，医療現場におけるリスクに

どのように対処するかについてのコミュニケーション，医療安全管理に関わるリスク情報開示，

病院経営に関わるリスク情報の開示．

(5)危機管理とリーダーシップの重要性．

いったん医療事故が発生した場合におけるリーダーシップの発揮．クライシス・コミュニケ

ーションの展開

(6) 自らの病院にふさわしいリスクマネジメント体制の構築．

(7)「ソーシャル・リスクマネジメント」としての展開

勤務医の過重労働，医師不足，医療費抑制政策の影響，医療事故に対する損害賠償請求の増

加などの社会的リスクに対する国家・行政・地域・病院・個人の連携による対応．
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医療法第12条の 3, 第16条の 3, 第17条，第22条の 2.

厚生労働省令（医政発第0830001号平成14年8月30日）

厚生労働省令（医政発第1007003号平成14年10月7日）

厚生労働省 医療安全対策検討会議 医療安全推進総合対策（平成14年4月17日）

2008年7月

厚生労働省 医療安全対策検討会議 医療安全管理者の業務指針及び養成のための研修プログラム作成

指針（平成19年3月）

臓器の移植に関する法律 法律第104号 1997年7月16日公布．

臓器提供に関する法律の運用に関する指針（ガイドライン） 健医発第1329号1997年10月8日制定．

資料 1: リスクマネジメントの組織体制についての伝統的理論

クロックフォードによる「リスクマネジメントの組織体制」の考え方

①リスクマネジメント担当責任者は，企業の特定部門でリスクを管理する担当者達に， リスク

に関する助言，助力，説明，激励を行うために在籍しているのであり，自らが企業のリスク

を管理するわけではない．

②企業内の権限が分権化されている場合には，分権化されたリスクマネジメントの・アドバイ

ザーを数多く設置することの方がより効果的である．本部のリスクマネジメント担当者も依

然として必要であるがその仕事は正に調整役（コーデイネーター）のための調整役となる．

③ライン・マネジャー（部門管理者）は，各自の部署のリスクを管理することが要求されるが，

リスクは部門毎に整った形で現れるわけではない． リスクは機能上，組織上の境界からはみ

出し， 1つのリスクは異なった報告経路を有する多数の部門にまたがる． したがって，部門

間協力が必要となり，中央のリスクマネジメント・アドバイザーが有益となる． しかしなが

ら，効果的に職務を果たすためには， リスクの確認と処理に直接携わる関係者と，公式，非

公式の両面での良好なコミュニケーションを持つことが必要である．

④統合型のリスクマネジメントは企業にとって新しい体制となるが，多くの構成部分は既に企

業の中に存在している．企業は，火災防止の専門家，安全管理担当者，保安担当者，品質管

理部門，顧客からのクレーム担当者，法律アドバイザー，保険部門などを設置してきており，

これらの部門や担当者が，部分的なリスクマネジメントに従事してきたのである． こうした

各専門分野を指揮するために集権的なリスクマネジメント体制を構築することは各部門

間の共同作業よりも対立関係を生むことが多い．全社規模の直接的コミュニケーションに関

して， リスク・マネジャーに生じる問題を解決するには， リスクマネジメント担当者の職責

を明確に定義する必要がある．まず， リスクが管理されている部門では，マネジャー達のコ

ーデイネーター（調整役）としての役割を強調し，逆にリスクが管理されていない部門では，

リスクマネジメント技術に関するアドバイザーとしての役割を強調することである．

（出所） Neil CROCKFORD,An Introduction to Risk Management, Woodhead-Faulkner, 1980, pp.100 

-105 (南方哲也訳『リスクマネジメント概論』晃洋書房， 1999年， 145-151頁）
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資料2: 聖マリアンナ医科大学病院「臓器提供支援委員会」の活動

（平成20年3月31日現在）

平成18年

1 /18 神奈川県保健福祉部健康課増進課より県Co, 院内Co推薦依頼

11/ 6 院内臓器移植Co推進部会の発足準備会議

11/11 院内臓器移植Co推進部会メンバー推薦

11/13 臓器提供者発生 (62オ男性，左急性硬膜下血腫，脳挫傷）提供に至らず

11/27 第 1回 院内臓器移植Co推進部会

12/15 新潟県新潟大学医学部付属病院 高橋公太教授 院内講演会

12/26 第2回 院内臓器移植Co推進部会

神奈川県移植Co2名 新潟県移植Co講演

平成19年

1 /15-16 新潟県新潟大学医学部付属病院泌尿器科高橋公太教授 講義

新潟県刈羽郡総合病院「第 3回フェニックス委員会」視察

小野委員長，吉野委員 他3名参加

1 /29 第3回 院内臓器移植Co推進部会

2/17 社団法人日本臓器移植ネットワーク東日本支部

「第 5回臓器の提供に関する懇話会」

小野委員長，吉野委員 出席

2 /18-20 新潟県刈羽郡総合病院 フェニックス委員会出席

小野委員長，吉野委員 他2名出席

新潟県新潟大学 神奈川県移植Co研修

2 /19 神奈川県保健福祉部健康増進課 説明会

2/22 神奈川県保健福祉部健康増進課

「院内コーデイネーター設置に係る趣旨説明会」

3/1 臓器提供者発生 (68オ男性，肺癌） 3/2 角膜眼球摘出

3/9 第 4回 院内臓器移植Co推進部会

3/13 神奈川県保健福祉部健康増進課協議 神奈川県Co

3/15 社団法人日本臓器移植ネットワーク 「通常総会の開催」

神奈川県移植Co出席

3/16 日本臓器移植ネットワーク埼玉県 懇話会
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3/20 第1回 神奈川県院内移植コーデイネーター研修会（神奈川県）

吉野委員，神奈川県移植Co, 院内Co3名出席

3 /26-27 新潟県新潟大学 HAS実施に関わる協議

高橋公太教授，新潟県臓器移植Co秋山政人氏

小野委員長，吉野委員

3/28 第2回 臓器移植推進に関わる会議

4/3 北里大学病院星ゆかり氏院内Co協議

4/9 救命センター全職員を対象にHAS実施

4 /11-13 新潟大学医学部等神奈川県Co研修

刈羽郡総合病院 HASに関わる協議

4 /18 第 1回 臓器提供推進委員会

4/23 臓器移植ネットワーク 第7回 症例検討会

吉野委員院内Co等5名出席

4/27 臓器提供者発生 (58オ女性，脳幹部出血）提供に至らず

4/30 ドナーカード所持者発覚 (26オ女性，縦首）警察引取り

5/1 第2回臓器提供推進委員会

5/8 北里大学病院 移植医療推進合同会議打ち合わせ

吉野委員他 1名出席

5/9 意思表示カード設置場所拡大

(MARIAビタミン内，手術家族控え室前，院外薬局 2ヶ所）

ポスター貼付

2008年7月

（本館 4階，別館 4階渡り廊下，救命・夜間急患センター入り口）

5/10 神奈川県保健福祉部健康増進課 移植医療推進合同会議打ち合わせ

吉野委員他2名出席

5/14 北里大学病院神奈川県移植Co 星ゆかり氏による講演

5/15 第3回臓器提供推進委員会

日本臓器移植ネットワーク東日本支部 協議

小野委員長，吉野委員 他 l名

5/18 神奈川県腎• アイバンク 角膜提供に関する会議

吉野委員他 l名出席

神奈川県警察捜査一課協力体制に関わる協議

吉野委員 他 l名出席

5/21 新潟県臓器移植Co 秋山政人氏による講演

HAS実施後のアクションプラン立案委員会院内Co. 県Co 出席

5/28 北里大学病院 移植医療推進合同会議
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小野委員長，吉野委員 他 6名出席

6/1 臓器移植ネットワーク東日本支部協議

小野委員長，吉野委員 他 l名出席

6/11 神奈川県警察本部捜査一課・通信指令課・鑑識課 訪問

小野委員長，吉野委員 他 4名出席

6/12 杏林大学病院組織移植センター 組織移植協議

吉野委員他 l名出席

6/15 第 4回臓器提供推進委員会

6/18 杏林大学病院組織移植センター 組織移植協議

小野委員長，吉野委員 他 l名出席

6/20 第 2回 院内コーデイネーター研修会（神奈川県）

小野委員長，吉野委員，院内Co等7名出席

6 /28-29 富山大学附属病院富山県立市民病院「終末期医療に関する協議」

小野委員長，吉野委員 他 1名出席

7 /25 北里大学病院移植医療支援室協議吉野委員

8/2 第132回日本医師会シンポジウム わが国の臓器移植（東京）

小野委員長吉野委員 出席

8/21 第 1回 院内コーデイネーターWG開催

小野委員長，吉野委員，院内Co等 8名出席

オブザーバー 新潟県移植Co 秋山政人氏

8/27 浄土真宗主任研究員懇談吉野委員

8 /30-31 天理よろづ相談所病院おやさと研究所協議

（宗教的視点からの脳死下臓器提供• 終末期医療について）

小野委員長，吉野委員 他 1名出席

9/12 横浜市立大学付属市民総合医療センター

院内Co. 脳死下臓器提供マニュアルに関する協議

吉野委員他 l名出席

9/18 第 2回 院内コーデイネーターWG開催

小野委員長，吉野委員，院内Co等 9名

9/25 神奈川県警察本部捜査一課・通信指令課との症例検討会

小野委員長，吉野委員 他 l名出席

10/15 第 5回臓器提供推進委員会

10/16-18 救急医学会学術集会（大阪）（終末期医療ガイドライン公表）

小野委員長，吉野委員 他 1名出席

10/22 日本臓器移植ネットワーク 第 8回 症例検討会（東京）
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小野委員長，吉野委員 他 l名出席

10/26 臓器提供者発生（救命病棟） (70オ女性，脳室内出血）

10/29 心停止後腎臓，角膜提供

11/2 組織移植に関する講演会

東京歯科大学市川総合病院篠崎尚史角膜センター長

11/ 5 北里大学病院 臓器提供体制に関する協議会

吉野委員 他 l名出席

11/6 第3回 院内コーデイネーターWG開催

新潟県臓器移植Co 秋山政人氏による講演

11/ 9 第 6回臓器提供推進委員会

11/14 東京歯科大学市川総合病院 篠崎尚史角膜センター長協議

小野委員長，吉野委員 出席

11/18 臓器提供者発生 (71オ男性，外来CPA)角膜提供

11/20-22 富山大学附属病院，富山県庁 終末期について協議

新潟大学医学部，刈羽郡総合病院 DAPについて協議

小野委員長，吉野委員 出席

12/ 1 第43回 神奈川県予防医学協会医師部会

新潟県移植Co 秋山政人氏による講演

病院長，小野委員長，吉野委員 他 2名出席

12/ 4 第 4回 院内コーデイネーターW G開催

12/6 第 3回 神奈川県院内Co研修会参加

院内Co 4名参加

12/14 第7回臓器提供推進委員会

2008年7月

12/19 平成19年度 厚生労働科学研究再生医療等研究事業研究協力者承諾

（小野委員長，吉野委員 他 4名）

12/25 東京歯科大学市川総合病院篠崎尚史角膜センター長協議

小野委員長，吉野委員 出席

12/27 神奈川県保健福祉部健康増進課 補助金協議

小野委員長，吉野委員 出席

平成20年

1 /4 臓器提供者発生（救命病棟） (66オ男性， CPA鮮生後）角膜提供

1 /8 東海大学医学部付属病院神奈川県補助金運用関連協議 吉野委員出席

1 /10 TPM指導者セミナー（東京）

小野委員長，吉野委員 参加
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1 /15 第5回 院内コーデイネーターWG開催

1 /18 第 8回臓器提供推進委員会

1 /23-25 第41回 日本臨床腎移植学会

(1 /24 DAP班会議）

(1 /25 東京歯科大学市川総合病院 篠崎尚史角膜センター長協議）

小野委員長，吉野委貝 他2名出席

1 /29 臓器提供セミナー 新潟県臓器移植Co 秋 山 政 人 氏 講 涼

2/1 院内臓器移植コーデイネーター委嘱状交付（病院長）

2/2 社団法人日本臓器移植ネットワーク東日本支部

「第 6回 臓器の提供に関する懇話会」（東京）

吉野委員他 l名出席

2/4 東海大学医学部付属病院 臓器移植Co設置補助金運用協議 (2回目）

吉野委員他 l名出席

2/5 院内臓器職コーデイネーター18名設置届発送（神奈川県健康増進課）

2/8 臓器提供者発生（救命病棟） (56オ男性，脳出血）角膜提供

2 /12 第 6回 院内コーデイネーターWG開催

2/13 

2 /14-15 

2 /15 

2/19 

2/22 

2/27 

3/1 

2/29 

3/3 

新潟大学大学院 DAP進捗に関する会議

小野委員長，吉野委員 出席

長野県（株メデイネット 院内情報発信サービス協議吉野委員 出席

日本臓器移植ネットワーク全国院内コーデイネーターセミナー

（東京） 吉野委員 出席

生命倫理委員会臓器移植脳死部会 小野委員長 他 1名出席

第 9回臓器提供推進委員会

第3回 神奈川県臓器移植推進に関する協議（横浜）

小野委員長，吉野委員 他2名出席

臓器提供者発生（別館 3階腎病棟） (65歳男性，前立腺癌）角膜提供

（医師のオプション提示）

臓器提供者発生（本館 8階東病棟） (62オ男性，小脳出血後）

心停止後腎臓，角膜提供

（医師のオプション提示）

北里大学病院協力体制に関わる協議吉野委貝

角膜提供者発生（救命救急センター） 62歳男性 膀脱癌

（医師のオプション提示）同日角膜摘出

3/4 第7回 院内コーデイネーターWG開催

3/15 臓器提供者発生（救命救急センター） 46歳男性 縦頸
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（家族からの申し出） 3/16心停止後腎臓，角膜摘出

3/18 厚生労働科学研究再生医療研究事業実績報告（東京歯科大学市川総合病院）

小野委員長，吉野委員

3/18 臓器提供者発生（救命救急センター） 50歳男性 交通外傷急性硬膜下血腫

（家族からの申し出） 3/25心停止後腎臓，角膜摘出

3/28 第10回 臓器提供支援委員会


